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りそなホールディングス社長の東です。

本日はご多用のところ、りそなホールディングスの決算説明会に足を
お運び頂きまして誠にありがとうございます。
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本日は、目次スライドに記載の通り、(1)中間期決算と通期の目線、(2)持続
的成長に向けた経営課題への取組みの状況、(3)公的資金完済プランの進捗
状況を中心に今後の資本マネジメントの方向性についてご説明いたします。

それでは、早速ですが、お手元の資料の４ページをご覧下さい。
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当中間期を振り返りますと、環境面ではアベノミクスに加え日銀の新金融政策が始動

しました。当初は市場に若干の混乱も見られましたが、 「オールりそな」、「クロスセー

ルス」や「リテール×信託」、「ローコストオペレーション」など、主要戦略が営業一線

に浸透し、ご覧の通り概ね順調な業績を上げることができたと認識しております。

トップラインでは利鞘が厳しい中、住宅ローン、法人向け貸出しや、金融商品販売な

ど主要ビジネスが善戦健闘しました。特に投信販売が前年同期比８割増となるなど、

預貸金収益の減益をカバーしました。市場部門においても、債券運用面では悩まし

い環境となる中、日本株ETFの純投資運用で着実に債券損益を補完することができ

ました。

財務の健全性を更に高めることができたのもハイライトの１つです。与信費用は、取

引先実態の把握とコンサルティングの強化に取組んできた成果もあり、足元では非

常に落ち着いた推移となっています。不良債権比率も初めて１％台へと低下、保有

有価証券でも3,000億円近い含み益を確保しています。

今年5月に新経営体制のもと、「公的資金完済プラン」を公表させて頂きました。同プ

ランの進捗については、後ほど詳しく説明させて頂きます。
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今上期決算を前年同期との比較でご覧いただきたいと思います。

グループ連結の中間純利益は、前年同期比△536億円の減益となりました。前期に計

上した会社例示区分の見直し影響を除くと、前年同期比＋365億円、会社予想対比

でも＋520億円（＋74.2％）の大幅増益となりました。

実質大幅増益となった背景でありますが、一つは資金利益が利回り低下要因か
ら減益となる中、投信販売を中心にフィー収益が好調に推移したことから、連
結粗利益の減少が小幅に留まったことがあります。

また、株式関係損益でも、(1)前年度に発生した多額の減損の反動、(2)日本株
ETFの売買を通じた純投資損益の積上げ、また(3)再生案件での売却益計上もあ
り、大きな増益要因となりました。

与信費用においても、新規発生が大幅に減少する中で、貸出ポートフォリオの
良化に伴う貸倒引当金の戻入れや、保証子会社での与信費用の減少もあり、前
年同期比で＋86億円の増益要因になりました。
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今回から事業部門別の損益概況について、新しいスライドを加えさせて頂きました。

基本的には有価証券報告書に記載している「セグメント情報」に沿った定義ですが、
大きく「コンシューマー事業」と「コーポレート事業」からなる『営業部門』と、市場部門
と経営管理部門を合算した「市場・その他」に分類して、それぞれ実勢業務純益ま
でお示ししています。

右側は前年同期比での増減分析ですが、この上期は金融商品販売が好調であっ
た「コンシューマー事業」が牽引する形で、営業部門で＋28億円となっています。こ
の営業部門の内訳については、次のページでもう少し細かくご説明します。

なお、こちらの計数をご覧いただくにあたっては、ご留意いただきたい点がいくつか
あります。まず、こちらにお示ししている業務粗利益ですが、銀行合算の業務粗利
益とは、数字が若干相違します。

これは、（1）「コンシューマー事業」及び「コーポレート事業」の中に住宅ローン保証
子会社の損益を合算していること、（2）市場部門の中に、財務上は株式関係損益に
含まれる純投資損益を含めて計算をしているためです。部門別の管理として実際に
経営に活用している数字であるということで、財務計数とのズレについては、ご容赦
を頂ければと思います。
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営業部門を構成する「コンシューマー事業」と「コーポレート事業」のそれぞれにつ
いて、前年同期比の増減分析をお示ししております。

最初にご留意いただきたい点です。こちらにある「貸出金収益」、「預金収益」は、ス
プレッドバンキング手法に基づく社内管理上の収益であり、財務諸表のP／Lとは一
致しません。

この前提の下で、両事業についてご説明させていただきます。

まず、コンシューマー事業ですが、全体で前年比＋34億円の増益となっています。
金融商品販売収益が前年比＋71億円と全体を牽引していますが、こちらについて
は後ほど別のスライドでご説明します。住宅ローンの資金量は前年比増加しており
ますが、収益性の低下により、貸出金収益は前年並みとなりました。預金収益は、
金利低下による採算性の悪化により、△38億円の減収となりました。経費が前年比
17億円増加しておりますが、広告宣伝費等の増加によるものです。

次にコーポレート事業ですが、全体で△6億円の減益となっています。内訳では、年
金・証券信託収益が前年比＋16億円となっていますが、これも後ほど別のスライド
でご説明します。

一方、法人向け貸出はボリュームは増加していますが、収益性が低下しているため、
前年比△27億円となっています。

管理会計につきましては、今後も日々進化させながら、より効率的な経営資源の配
分を目指していきたいと考えております。
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こちらのスライドでは１点のみ、連単差について補足させて頂きます。

当中間期におきましては、税引後中間純利益で＋141億円の連単差がございました。
前年同期と同様、上期としては大きめの連単差になっていますが、(1) 住宅ローン保証
会社における与信費用が非常に落ち着いていたこと、また(2) 銀行外の子会社で当中
間期に会社例示区分変更の影響が40億円程度あったことによるものです。

なお、主な子会社の業績については36ページに記載しておりますので、後程ご覧頂け
ればと思います。
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傘下銀行合算ベースでトップラインの前年同期比増減分析を行っています。

まず、左側の資金利益は△76億円の減益となりました。預貸金利益が△104億円の
減益、その他資金利益のネットで＋28億円の増益となりました。金利スワップ収支の
改善、社債利息の減少等によるものです。

次に「役務取引等利益」と「信託報酬」を合算した「フィー収益」は、＋113億円の増
益となりました。投信販売が好調であったこと、株式市場の好転から年金信託の報
酬が増加に転じたこと等が要因です。

右側の債券・その他では、ネットで△80億円の減益となりました。前期好調であった
債券関係損益が減益となったこと等によるものです。

これらの結果、業務粗利益全体では、前年同期比で△42億円（△1.5％）の減益とな
りました。
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預金、貸出金の状況についてご説明します。

上段左側のグラフは利回りの推移です。真ん中の折れ線グラフが預貸金利回り
差で、上期実績は1.45％と前年同期比で11bps 縮小しました。(1) 住宅ローン
のストックとフローの利回り較差要因や(2) TIBORの低下要因が背景にあるも
のと分析しています。

下段は、左側に預金、右側に貸出金の末残トレンドをお示ししています。貸出
金は、前年9月末との比較で＋5,258億円（＋2.0％）の増加となりました。住
宅ローンが引続き順調な伸びを示しているほか、中小企業向けも企業オーナー
の資産管理会社向け貸出等、新たな資金ニーズを掘り起こすことでプラスに転
じています。
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住宅ローンについてご説明します。

左上は新規の実行額です。今上期の新規実行額は7,000億円強と、前年に続き高水準
を維持しています。この結果、左下ですが、残高も順調に増加、総貸出に占める住宅
ローン比率は47.6％となりました。

スライド右側では新規実行額、残高を適用金利の区分別でお示ししています。ここ数年
の新規実行額の太宗は変動金利型でしたが、足元では、固定金利を選択されるお客さ
まが少しずつ増えてきています。一方、残高ベースでは依然８割以上が変動金利型と
なっており、金利上昇時のアップサイドは従来以上に大きくなっています。
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フィービジネスの状況をご説明します。

左上の投信販売は、昨年秋以降の円安・株高の追風もあり、前年同期比８割増しの
6,128億円、収益額も194億円となりました。

右上の保険は、販売額が1,413億円と前年同期から減少しましたが、手数料率の高い
商品の販売が増えた結果、収益は前年同期から増加となる45億円を確保しています。

左下の不動産業務収益は32億円、前年上期比で若干のマイナスとなりました。下期の
挽回を期したいと考えております。

右下の年金・証券信託業務粗利益は、長らく減益トレンドが続いていましたが、(1) 信
託財産の時価上昇、及び(2) 収益計上基準の変更もあり大幅な増益となっています。
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与信費用、不良債権の状況についてご説明します。

左側は与信費用の状況です。銀行合算で148億円、連結で139億円の戻入とな
りました。新規発生が極めて落ち着いた状況である一方、貸出ポートフォリ
オの質的改善に伴う貸倒引当金の戻入が継続しているためです。

右上をご覧下さい。不良債権比率は1.91％と、りそな発足以来初めて「１％
台」の水準となりました。



14

有価証券ポートフォリオについてご説明します。

保有株式の残高は3,336億円と、3月末比で36億円減少しました。

「その他有価証券」区分で保有している国債のデュレーションは2.8年、ベー
シス・ポイント・バリュー（BPV）16.8億円と、引き続き金利リスクを意識し
たポートフォリオを継続しています。特に価格のブレが大きい残存期間「５
年超」は、全体の８％程度であり大きな損失が出にくいポートフォリオを構
築しています。

なお、外国証券は2,385億円程度ありますが、うち米国債が1,962億円となっ
ています。
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9月末現在、その他有価証券全体で2,948億円の含み益を確保しています。なお、
保有株式の含み損益がゼロとなる日経平均の水準は6,700円程度と試算していま
す。

右側のグラフでは、銀行合算ベースの保有株式残高の推移と総資産に対する比率
をお示ししています。総資産に対する比率は足元で0.77％となっており、メガバンク
と比較し概ね半分の水準となっております。
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現行規制のバーゼル2ベースの自己資本比率の状況をご説明します。

連結自己資本比率は、前年度末から0.54ポイント上昇し15.21％に、Tier1比率は同じ
く0.42ポイント上昇して11.16％となりました。

右側に主な変動要因を記載しています。

分子の自己資本額は、預金保険法普通株の買入消却999億円のマイナス要因を利
益蓄積が上回り、3月末比＋223億円増加しました。一方、分母のリスクアセットは、貸
出ポートフォリオ良化による信用リスクアセットの減少を主因に3,910億円減少しました。

なお、右下に連結Tier1資本に対する繰延税金資産比率と傘下銀行毎のアウトライ
ヤー値をお示ししております。繰延税金資産比率は8.23％となっています。
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通期の業績予想をお示ししております。

最初に下段の銀行合算の表をご覧下さい。
通期の業務粗利益は期初予想を据置き、5,630億円とさせて頂きました。上期実績
比で下期はやや慎重な目線になっておりますが、(1) 上期好調であった金融商品販
売や、(2) 運用環境の予測が難しい債券関係損益について、慎重な前提を置いて
いるためです。

経費、実勢業務純益も期初の目線から変更ありません。

臨時損益でありますが、下期の株式関係損益はゼロ、与信費用は下期300億円の費
用、通期150億円の費用で組立てています。税前利益段階で、下期は上期比約700
億円の減益予想になっておりますが、減益幅の太宗がこれら臨時損益項目で説明
が付くと思います。

最後に税金費用ですが、通期、銀行合算の税負担率は32.5％を想定しています。

以上から、銀行合算ベースの純利益は期初予想を330億円上方修正し、1,640億円
とさせて頂きました。

なお、通期の連単差を＋210億円として、連結当期純利益は1,850億円の予想とさせ
て頂きました。期初予想比では＋400億円の上方修正になっています。

配当予想は変更ありません。
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それでは、２つ目のテーマとして『持続的成長に向けた経営課題への取組
み』の状況について、ご説明します。
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最初に、りそなグループの経営戦略と資本マネジメントについて、それぞれ３つの基
本方針をお示ししています。

経営戦略の大きな３つの方針は、「オールりそなの発揮」、「クロスセールス」、「ローコ
ストオペレーション」の３つです。頭文字をとるとACLです。

ACLとは、(1)本邦最大の信託併営リテールバンクとして、信託機能を活かしながら「リ
テール」と「２大都市圏」へのフォーカスをより鮮明にしていくこと、(2)クロスセールスを
強力に推進していくことで、収益の多様化と持続的成長を確かなものにしていくこと、
そして(3)リテールバンクでありながら、効率的なコスト構造を実現し、EPSを持続的に
増大させていくということです。

一方、資本マネジメントについては、(1) 公的資金完済プランを遂行していくことで、
希薄化やオーバーハング懸念に対する手当てを着実に進めていく方針であること、
(2) 普通株主価値向上の一環として、株主還元の拡充にも努めていること、更に(3)国
内基準行に相応しい健全な自己資本比率運営を行っていくことが柱です。

そして、下段部分にお示ししていますが、これらが収斂する指標として、持続可能
ROEの目標目線として10％を意識してまいりたいと考えています。
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りそなの強みとお客さまからのご評価についてご説明します。

りそなの強みは、首都圏・関西圏を中心とした広範な店舗ネットワークを通じ
て、1,300万の個人、９万先の法人のお客さまにフルラインの信託ソリューショ
ンをご提供できる点にあり、メガバンクとも地銀とも異なる独自のビジネスモ
デルを展開できる点です。

また、「17時まで営業」や「次世代型店舗」の導入など、様々な「サービス改
革」が浸透した結果、お客さまの満足度が向上し、今年１月の「日経金融機関
ランキング」では、りそな銀行と埼玉りそな銀行が大手行で１位、２位という、
ありがたいご評価をいただけるまでになりました。
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ここからは個別の戦略についてお話していきます。まずは良質な貸出の増強につい
て住宅ローンからご説明します。

左側ですが、住宅ローンを得意とするりそなにとって、事業環境面ではフォローの風
が吹いています。こうした環境下、右上にある通り攻めの戦略を強化しています。

ローンプラザの休日営業は、79拠点中68拠点にまで拡大しました。案件の持込状
況などを見ると、その効果は、はっきりと現れています。

また、リスクプライシングの進化ということで採択基準を見直しています。これにより、
一つは信用属性の高いお客さまのボリューム増加を図ります。また、もう一つの狙い
として、採択可能なELの範囲を少し拡大することで、適正なリスクプライシングを前
提として、ミドルリスク層の開拓にも挑戦していきたいと考えています。

ご提供商品での差別化も図っています。例えば第一生命様から供給を受けている
「団信革命」は、これまでの付保範囲を超えた画期的な団信で、10月の取扱い開始
以降、大変多くの住宅ローンのお客さまにご利用頂いています。また、6月に大幅な
リニューアルを実施した女性向け住宅ローン「凛next」も、順調に残高を積上げてい
ます。

右下ですが、住宅ローンは、リスク特性から資本賦課が低く、ロス率も低位安定した
ビジネスであるといえます。りそなは、年間の新規実行額の規模等、オペレーション
のスケールでも優位性があります。今後も、この分野にはしっかりと軸足を置いて、
更に強みを磨いていきたいと考えています。
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続いて中小企業及び富裕層向け貸出についてご説明します。

本格的な反転増勢とは未だ言えませんが、りそなグループの法人向け貸出は、
中小企業のお客さま向けも含めて回復の兆しが見えて来ました。左下のグラ
フでお示ししているように、中小の製造業においても、国内設備投資が積極
化しつつありますので、今後はこうした需要もしっかりと取り込んでいきた
いと考えています。

足元では、右上のグラフの通り、中小企業オーナーの高齢化に伴い、事業承
継や事業転換に係るソリューションの提供を通じて、中小企業及び中小企業
オーナーのお客さま向けの貸出が拡大しています。

右下は、りそなグループで組成している成長分野向けの各種ファンドの状況
です。中小企業のアジア進出支援、医療や福祉、環境分野は今後資金需要の
発生が見込まれる有望な領域であると考えています。
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クロスセールスを通じた収益成長のポテンシャルについてご説明します。

図の左側にお示ししている通り、個人のお客さまのお取引振りに応じて、顧客セグ
メントを定義しています。銀行の立場からすると、(1) お客さまとのお取引に厚みを
つけていくことで、パーヘッドの収益性が高い上位のセグメントに引上げていくこと、
また(2) 各セグメントのお客さまにご利用頂いている商品の個数を増加させていくこ
とで、効率的にトップラインを伸張させていくことを目指しています。

一定の取引残高、商品数をクリアして頂いているお客さまを「クロスセールス実現顧
客」として、その増減をクロスセールスの成果を測る主要指標（KPI）としています。
過去３年間で「クロスセールス実現顧客」は約31万人増加しており、クロスセールス
戦略の成果が結実してきているものと評価しています。
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少し具体例をご紹介したいと思います。最初は信託起点のクロスセールスの事例で
す。

左上ですが、高齢社会の到来で、承継信託機能の活用件数が伸びています。

左下は、こうした信託商品の受託有無が、収益性に大きく影響しているということを表
しています。

右下は、遺言受託を起点としたクロスセールスのイメージです。遺言を受託させて頂
くことで、お客さまの資産背景を把握することが可能になります。遊休不動産の有効
活用としてアパート建設資金をご融資させて頂いたり、相続への備えとして保険をお
薦めするケース、また相続発生時等に不動産の換金ニーズがある場合は、売買を仲
介させて頂くことも可能です。こうした副次的・多面的なクロスセールスを通じて得ら
れる間接収益への期待が大きいということが特徴です。

右上は、税制改正により、この4月からスタートしたきょういく信託について記載してい
ます。非常に順調な滑り出しで、9月末までの半年で約6,800件、415億円の受託実
績となっています。受託先の約３割が新規のお客さまであること、３世代に渡って取
引が拡大していくという意味でも非常に有効な商品であると思います。
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強みである住宅ローンを起点としたクロスセールスの取組みについてご説明します。

りそなグループでは、年間約4万先に新規で住宅ローンをご利用頂いているほか、
既存の住宅ローンご利用先も約51万先に及びます。

新規のお借入れ時は、例えば家計見直しの一環として家計支出の大きな部分を占
める保険の見直しをご提案する好機となります。

また、住宅ローンの既存のご利用先は、採択時の審査や既往のご返済状況等から
信用属性の把握が容易であり、クレジットカードや各種の消費性ローンのご利用を
お薦めすることが可能です。

このように、ライフステージに応じたクロスセールスを実施することで、永年に渡る取
引の深耕を図っていきたいと考えております。
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ポテンシャル層という呼び方をさせていただいておりますが、いわゆるマス層に対する
クロスセールス戦略についてご説明します。

左上ですが、昨年、大阪・梅田に「休日営業」「夜７時まで営業」を特徴とする新チャネ
ルを開設しました。１年以上経過したわけですが、現役層のお客さまにローンの借り換
えや、保険の見直しなどでご来店いただいており、当初の狙い通りの成果が得られて
います。来春には、大阪ミナミのターミナルである「あべのハルカス」に同様の店舗を
出店する予定です。

左下はWEBの活用です。来春から、お客さま毎の専用ページを開設する予定です。
そこでお客さま毎に、ライフステージに応じたプロモーションを展開します。インター
ネットバンキングの機能や商品ページ、ご来店・相談予約機能等をシームレスに連携
させ、お客さまのニーズに応じてWEB内で、あるいは支店にご来店いただき取引を広
げていきます。

右上は、ATMにおけるサービスの拡充です。「バンクタイム」という愛称でサークルKサ
ンクスにおいて展開している自前のATM網ですが、ご覧の通り大幅に拡充しています。
りそなのお客さまには、自行ATMとして大変便利にご利用頂けるほか、増加する他行
のお客さまのご利用件数に応じて、手数料を収受できるビジネスモデルとなっていま
す。

NISAへの取組みについても少しコメントさせていただきます。この制度に適した商品ラ
インアップの拡充を進めており、来年3月末までに20本程度の商品の導入を予定して
います。こういったことで金融商品販売につきましては、全社を挙げて取組みを進めて
いきたいと考えています。
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それでは最後に今後の資本政策の方向性ということで、「公的資金完済プラン」の
進捗状況を中心にご説明します。
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注入当時は完済が困難視されるほど巨額であった公的資金でありますが、本年5月
に「公的資金完済プラン」ということで、2018年3月末までの5年間で完済を実現する
ロードマップを公表させて頂きました。

公的資金完済プランの基本的な考え方は、(1) 国民負担を一切発生させることなく
残存する公的資金をきっちりと完済すること、また同時に(2) 普通株主価値の向上を
図っていくということであります。

本プランに沿い、既に本年7月に預金保険法普通株の一部買入消却を実施させて
頂きましたので、現在の公的資金残高はピーク比で4分の1以下となる7,724億円ま
で減少しています。
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それでは、こちらのスライドをご覧頂きながら、「公的資金完済プラン」において想定し
ている返済アプローチ、同プラン公表以降の進捗状況等につきまして、改めて整理を
させて頂きます。

緑でお示ししている早期健全化法に基づく優先株でありますが、一斉転換期日を延長
し、その他資本剰余金を原資とする特別優先配当を通じて5年で分割返済を行うアプ
ローチを新たに採用しました。7月に預金保険機構より、取得価額の総額で999億円の
当社普通株を買入れ、全株の消却が完了しましたので、同優先株の条件変更が正式
に効力を発生し、分割返済スキームが予定通り動き出しています。

次に赤でお示ししている預金保険法に基づく優先株でありますが、今年度中に取得額
ベースで最大3,000億円の返済を実施させて頂く方針です。現在の引換価格484円で
計算すると、現時点では約9.3億株の潜在株があります。今後、プランに沿って同優先
株の処理を進めていきますので、希薄化の蓋然性は大きく低下してくる見通しです。

最後に青でお示ししている預保法普通株でありますが、7月に取得額で999億円を投じ、
１株524円で、1.908億株の自社株を取得・消却しています。本件消却前の株数に対し
て7.8％の株数減ということで、(1)公的資金の返済と(2)普通株主価値の向上を同時に
実現しています。

本年7月の返済後、注入額ベースで1,624億円、あるいは3.124億株の普通株が残存し
ています。これらについては、 8月に預金保険機構に対して処分の申出を行っていま
す。
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最後に今後の資本マネジメントの方向性ということで、3点整理をさせて頂いておりま
す。

まず左側の自己資本比率運営ですが、国内基準の適用を継続する一方、健全な資
本余力を確保する観点から、国際基準も意識した運営を行っていく方針です。また、
残存する公的資金優先株の返済期間中においても、バーゼル３の普通株式等Tier１
比率で5.5％程度、Tier１比率で7％程度を維持していきたいと考えています。

なお、本年9月末時点の同比率ですが、普通株式等Tier１比率が8.5％、Tier１比率が
10.2％となっています。ともに国際統一基準の経過措置等を勘案した規制基準ベー
スの比率を記載させて頂いております。

なお、スライド右上にバーゼル３導入に伴うリスクアセット増加影響額の見通しをお示
ししています。新国内基準の導入時で9,000億円から１兆円程度の増加を見込んでお
りますが、十分にコントロール可能な範囲内の影響と認識しています。

次に左下の配当方針でありますが、普通株式配当を今年度の期末配当から25％増
配し年間15円とさせて頂きます。当面は15円配当を継続させて頂く方針です。

最後にROEの目標水準をお示ししています。普通株式等Tier１に対する持続可能な
ROEの目線として10％を意識した収益構造、資本マネジメントを実践していきたいと考
えています。これは、資本正常化後の目線ということになりますが、例えば普通株式等
Tier１比率7％、17～18兆円程度のリスクアセットを想定した場合、1,300～1,400億円
レベルの最終損益を安定的に確保していくことを表現したものです。ポイントは持続的
に2桁のROEを維持していきたいということです。
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私からのプレゼンテーションは以上です。ご清聴ありがとうございました。

続きまして、皆さまからのご質問にお答えしたいと思います。
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